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ⅡⅡⅡⅡ    高知県情報公開条例の主な改正の経過高知県情報公開条例の主な改正の経過高知県情報公開条例の主な改正の経過高知県情報公開条例の主な改正の経過    
  

 制 定 

    平成平成平成平成    ２年２年２年２年    ３月２６日３月２６日３月２６日３月２６日    高知県情報公開条例の公布高知県情報公開条例の公布高知県情報公開条例の公布高知県情報公開条例の公布    

平成平成平成平成    ２年１０月２年１０月２年１０月２年１０月    １日１日１日１日    高知県情報公開条例の施行    

 

 改 正 
    

１１１１    平成平成平成平成    ７年１０月１３日７年１０月１３日７年１０月１３日７年１０月１３日    改正改正改正改正    

平成平成平成平成    ７年１０月１３日７年１０月１３日７年１０月１３日７年１０月１３日    施行施行施行施行    
        

    

    
    

    

２２２２    平成１０年平成１０年平成１０年平成１０年    ３月３０日３月３０日３月３０日３月３０日    改正改正改正改正    

平成１０年１０月平成１０年１０月平成１０年１０月平成１０年１０月    １日１日１日１日    施行施行施行施行    

    

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    平成１０年１０月２０日平成１０年１０月２０日平成１０年１０月２０日平成１０年１０月２０日    改正改正改正改正    

平成１１年平成１１年平成１１年平成１１年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    施行施行施行施行    
    

    

    

    
    

４４４４    平成１１年１２月２７日平成１１年１２月２７日平成１１年１２月２７日平成１１年１２月２７日    改正改正改正改正    

平成１２年平成１２年平成１２年平成１２年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    施行施行施行施行    
    

    

    

    
    

    

５５５５    平成１２年平成１２年平成１２年平成１２年    ７月１４日７月１４日７月１４日７月１４日    改正改正改正改正    

平成１２年平成１２年平成１２年平成１２年    ７月１４日７月１４日７月１４日７月１４日    施行施行施行施行    
※ただし、一部平成１５年４月１日施行 
    

    

    

    
    

・手数料（公文書１
写しの交付費用

・「議会」が実施

・条例の目的に「 
・決裁・供覧等の
織的に用いるも
理しているもの 
・「何人」にも請 
・公益上の理由が
的開示  
・非開示規定の改
職務遂行に係る

る情報） 
県等の事務事業
が明白なものに限 
・写しの交付費用
定める額とする
規則により、写
（白黒１枚２０
主な改正点主な改正点主な改正点主な改正点

件につき２００円）の無料化 
のみを徴収（白黒１枚３０円） 

知る権利」を明記 
手続が終了していなくても組
のとして実施機関において管
は対象公文書とする 
求権を認める 

ある場合の非開示情報の裁量

正 
公務員の氏名を開示（個人に関す

情報については、客観的に支障
定して非開示（事務事業情報） 

を知事及び公営企業管理者が
 
しの交付費用の引き下げ 
円） 
機関に加わる  
・非開示規定（事務事業情報）の改正 
（「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等
に関する法律」の施行に伴う一部改正） 
・非開示規定（個人に関する情報）の改正 
（「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一
部を改正する等の法律」の施行に伴う一部改正）



 

    
６６６６    平成１３年平成１３年平成１３年平成１３年    ３月２７日３月２７日３月２７日３月２７日    改正改正改正改正    

    
（１）（１）（１）（１）    平成１３年平成１３年平成１３年平成１３年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    施行施行施行施行  

    

    

    

    

    
（２）（２）（２）（２）    平成１３年１０月平成１３年１０月平成１３年１０月平成１３年１０月    １日１日１日１日    施行施行施行施行  

    
        

    
    
    
        

    
（３）（３）（３）（３）    平成１４年平成１４年平成１４年平成１４年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    施行施行施行施行    

    

    

    

    
    

７７７７    平成１４年平成１４年平成１４年平成１４年    ３月２９日３月２９日３月２９日３月２９日    改正改正改正改正    

平成１４年平成１４年平成１４年平成１４年    ４月４月４月４月    １日１日１日１日    施行施行施行施行    

    

    

８８８８    平成１６年１２月２８日平成１６年１２月２８日平成１６年１２月２８日平成１６年１２月２８日    改正改正改正改正    

平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年    １月１月１月１月    １日１日１日１日    施行施行施行施行    

    

９９９９    平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年    ３月２９日３月２９日３月２９日３月２９日    改正改正改正改正    

平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年    ４４４４月月月月    １日１日１日１日    施行施行施行施行    

    
・非開示規定（個人に関する情報、犯罪の予防・捜
査等に関する情報）の改正 

 
・公文書の存否を明らかにしない決定の規定
を新設 

 
・事案の移送の規定を新設 
 
・公文書開示審査会の調査審議手続の改正  
・条例の適用除外の規定を改正（刑事訴訟に関 
する書類及び押収物を追加） 
 
・罰則規定を新設（審査会委員の守秘義務）  
（「情報公開法」の施行等に伴う改正） 
・電磁的記録を対象公文書に含める 
 
・情報公開システムによる公文書の開示の請求
方法を定める    
・「公安委員会」及び「警察本部長」が、実施機
関に加わる 
・実施機関の「公文書の開示義務」を明記  
・作成又は取得した時期にかかわらず新条例の
非開示規定を対象公文書すべてに適用※ 
※事務事業情報ウについては、平成 12 年３月 31 日
以前に作成又は取得した公文書を除く 
・実施機関の名称の改正 
 （「労働組合法の一部を改正する法律」の施行に伴う

一部改正） 
・非開示規定の改正 
特定の個人を識別することはできないが、個人
の権利利益を害するおそれのある情報を非開示
（個人に関する情報） 
公務員等の職務遂行の内容を開示（個人に関する

情報） 
独立行政法人等の役員及び職員の職務の遂行に係る
情報を、国家公務員と同様に開示（個人に関する情報）
独立行政法人等を、国と同様に法人等から除外（事業
活動に関する情報） 
独立行政法人等を、国と同様に事務事業情報の対象と
する（事業活動に関する情報） 
・公の施設の管理を行う指定管理者の情報公開
に対する努力義務を規定 
  
 - ４８ - 



 - ４９ - 
 

10101010    平成１９年平成１９年平成１９年平成１９年    ７月７月７月７月    ２日２日２日２日    改正改正改正改正    

平成１９年１０月平成１９年１０月平成１９年１０月平成１９年１０月    １日１日１日１日    施行施行施行施行    

    

 

・非開示規定（個人に関する情報）の改正 
（「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に 
関する法律」の施行に伴い、条文の中から「日本郵 
政公社」の文言を削除する。） 


